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(57)【要約】
【課題】サービスエンジニアの負担を軽減すると共に、
機械装置の故障を未然に防ぐことを目的とする。
【解決手段】遠隔保守判断システム１０は、立体駐車装
置１２に設けられている機械部品１４の作動状態が送信
されることによって、立体駐車装置１２を遠隔監視し、
保守の必要性を判断する。そして、遠隔保守判断システ
ム１０は、機械部品１４の現時点までの作動状態の変化
に基づいて、機械部品１４の現時点から次回点検日まで
における作動状態を予測し、作動状態の予測結果と、機
械部品１４に対する保守の必要性を示す閾値Ａ，Ｂとを
比較することで、機械部品１４の保守実施時期を判断し
、情報表示装置５２に判断された保守実施時期を報知さ
せる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械装置に設けられている機械部品の作動状態が送信されることによって、該機械装置
を遠隔監視し、保守の必要性を判断する遠隔保守判断装置であって、
　前記機械部品の現時点までの作動状態の変化に基づいて、前記機械部品の現時点から所
定時期までにおける作動状態を予測する予測手段と、
　前記予測手段によって予測された作動状態の予測結果を、前記機械部品に対する保守の
必要性を示す閾値と比較することで、前記機械部品の保守実施時期を判断する判断手段と
、
　前記判断手段によって判断された前記保守実施時期を報知する報知手段と、
を備えた遠隔保守判断装置。
【請求項２】
　前記機械装置は、立体駐車装置であり、
　前記機械部品の作動状態は、前記立体駐車装置が車両を搬送している場合における作動
状態である請求項１記載の遠隔保守判断装置。
【請求項３】
　前記閾値は、保守内容に応じて複数設定される請求項１又は請求項２記載の遠隔保守判
断装置。
【請求項４】
　前記閾値は、修正可能とされている請求項１から請求項３の何れか１項記載の遠隔保守
判断装置。
【請求項５】
　前記判断手段で判断された保守実施時期が適正であったか否かの入力を受け付ける入力
手段を備え、
　前記閾値は、前記入力手段で入力された結果に応じて修正可能とされている請求項１か
ら請求項４の何れか１項記載の遠隔保守判断装置。
【請求項６】
　前記報知手段は、前記判断手段によって判断された保守実施時期及び、保守を必要とす
る前記機械部品に応じた保守内容を表示する表示手段である請求項１から請求項５の何れ
か１項記載の遠隔保守判断装置。
【請求項７】
　前記報知手段は、前記判断手段によって判断された保守実施時期、前記予測手段で予測
された前記機械部品の作動状態の予測結果、及び保守を必要とする前記機械部品に応じた
複数の保守内容を表示する表示手段であり、
　前記表示手段に表示された複数の保守内容のうち、入力手段を介して選択された保守内
容を記憶する請求項１から請求項６の何れか１項記載の遠隔保守判断装置。
【請求項８】
　機械装置に設けられている機械部品の作動状態が送信されることによって、該機械装置
を遠隔保守判断する遠隔保守判断方法であって、
　前記機械部品の現時点までの作動状態の変化に基づいて、前記機械部品の現時点から所
定時期までにおける作動状態を予測する第１工程と、
　前記第１工程によって予測された作動状態の予測結果を、前記機械部品に対する保守の
必要性を示す閾値と比較することで、前記機械部品の保守実施時期を判断する第２工程段
と、
　前記第２工程によって判断された前記保守実施時期を報知する第３工程と、
を含む遠隔保守判断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔保守判断装置及び遠隔保守判断方法に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えば立体駐車装置等の機械装置に設けられている機械部品の作動状態の監
視を行い、機械部品の不具合の前兆を検出し、保守の必要性（現地への緊急出動の必要性
）を判断（診断）する遠隔保守判断装置が開発されている。
　特許文献１には、駐車装置を管理センターで遠隔監視するとともに、駐車装置の各部の
保守の必要を判断する駐車装置の遠隔保守システムで、駐車装置の機械の作動状態を監視
する段階と、この機械の作動状態を監視した情報を管理センターに出力する段階と、この
管理センターに出力された情報に基づき管理センターで保守の必要を判断する段階と、こ
の保守の必要な判断に基づき機械の作動状態とともにサービスエンジニア（保守員）に保
守内容を指示する段階とで構成された駐車装置の遠隔保守システムが記載されている。
【０００３】
　ここで、機械部品の不具合の前兆の検出は、機械部品の作動状態が、例えば、予め定め
た設定範囲内であるか否か、現在の作動状態と過去の作動状態との比較、機械部品の作動
状態を検知するセンサからの情報の受信の有無によって判断される。例えば、機械部品の
作動状態（例えば、機械部品の作動時間や移動距離等）を常時監視し、該作動状態が予め
定めた設定範囲から外れる場合に、遠隔保守判断装置は、機械設備の保守を行うサービス
エンジニアの現地への緊急出動が必要であることを報知する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１５７８２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、サービスエンジニアが現地へ出動しても、機械部品の保守に急を要さな
い場合や次回定期点検時に調整又は点検すればよい場合がある。そのため、機械部品の不
具合の前兆を検出する毎に、サービスエンジニアが保守対象となる機械設備に出動すると
、サービスエンジニアの負担が大きい。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、サービスエンジニアの負担
を軽減すると共に、機械装置の故障を未然に防ぐことができる遠隔保守判断装置及び遠隔
保守判断方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の遠隔保守判断装置及び遠隔保守判断方法は以下の
手段を採用する。
【０００８】
　すなわち、本発明に係る遠隔保守判断装置は、機械装置に設けられている機械部品の作
動状態が送信されることによって、該機械装置を遠隔監視し、保守の必要性を判断する遠
隔保守判断装置であって、前記機械部品の現時点までの作動状態の変化に基づいて、前記
機械部品の現時点から所定時期までにおける作動状態を予測する予測手段と、前記予測手
段によって予測された作動状態の予測結果を、前記機械部品に対する保守の必要性を示す
閾値と比較することで、前記機械部品の保守実施時期を判断する判断手段と、前記判断手
段によって判断された前記保守実施時期を報知する報知手段と、を備える。
【０００９】
　本発明によれば、遠隔保守判断装置は、機械装置に設けられている機械部品の作動状態
が送信されることによって、該機械装置を遠隔監視し、保守の必要性を判断する。
　遠隔保守判断装置に備えられている予測手段によって、機械部品の現時点までの作動状
態の変化に基づいて、機械部品の現時点から所定時期までにおける作動状態が予測される
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。
　なお、上記所定時期とは、例えば、１週間後、次回点検日、次々回点検日、現時点から
年次点検日、又は現時点から１年後等である。
　そして、判断手段によって、予測手段で予測された作動状態の予測結果が、機械部品に
対する保守の必要性を示す閾値と比較されることで、機械部品の保守実施時期が判断され
、報知手段によって、判断された保守実施時期が報知される。
　なお、保守実施時期は、例えば、すぐに保守を行う緊急出動、次回点検日を待たずに行
う臨時点検、次回点検日等である。
【００１０】
　従って、本発明は、機械部品の現時点から所定時期までにおける作動状態を予測し、該
作動状態から保守時期を判断するので、サービスエンジニアの負担を軽減すると共に、機
械部品の故障を未然に防ぐことができる。
【００１１】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記機械装置を、立体駐車装置とし、前記機械部
品の作動状態を、前記立体駐車装置が車両を搬送している場合における作動状態としても
よい。
　本発明によれば、機械装置が立体駐車装置であり、機械部品の作動状態を立体駐車装置
が車両を搬送している場合における作動状態とするので、負荷がかかっている場合の機械
部品の作動状態から例えば次回点検日までにおける作動状態を予測するので、より正確に
機械部品の保守の必要性を判断できる。
【００１２】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記閾値が、保守内容に応じて複数設定されても
よい。
　本発明によれば、より多くの閾値が設けられるので、機械装置に対して、サービスエン
ジニアがより的確な保守を行える。
【００１３】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記閾値が、修正可能とされてもよい。
　本発明によれば、機械装置毎の稼動状態等に応じて閾値を修正可能とできるので、機械
装置に対して、サービスエンジニアがより的確な保守を行える。
【００１４】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記判断手段で判断された保守実施時期が適正で
あったか否かの入力を受け付ける入力手段を備え、前記閾値が、前記入力手段で入力され
た結果に応じて修正可能とされてもよい。
　本発明によれば、判断された保守実施時期に応じて閾値が修正可能とされるので、機械
装置に対して、サービスエンジニアがより的確な保守を行える。
【００１５】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記報知手段を、前記判断手段によって判断され
た保守実施時期及び、保守を必要とする前記機械部品に応じた保守内容を表示する表示手
段としてもよい。
　本発明によれば、表示手段に機械部品に対する保守実施時期及び保守内容が表示される
ので、機械装置に対して、サービスエンジニアがより的確な保守を行える。
【００１６】
　また、本発明の遠隔保守判断装置は、前記報知手段を、前記判断手段によって判断され
た保守実施時期、前記予測手段で予測された前記機械部品の作動状態の予測結果、及び保
守を必要とする前記機械部品に応じた複数の保守内容を表示する表示手段とし、前記表示
手段に表示された複数の保守内容のうち、入力手段を介して選択された保守内容を記憶し
てもよい。
　本発明によれば、表示手段に複数の保守内容が表示されるので、保守実施時期及び作動
状態の予測結果に応じてサービスエンジニアは保守内容を決定でき、入力手段を介して選
択された保守内容が記憶されるので、選択された保守内容を後日容易に確認できる。
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【００１７】
　すなわち、本発明に係る遠隔保守判断方法は、機械装置に設けられている機械部品の作
動状態が送信されることによって、該機械装置を遠隔保守判断する遠隔保守判断方法であ
って、前記機械部品の現時点までの作動状態の変化に基づいて、前記機械部品の現時点か
ら所定時期までにおける作動状態を予測する第１工程と、前記第１工程によって予測され
た作動状態の予測結果を、前記機械部品に対する保守の必要性を示す閾値と比較すること
で、前記機械部品の保守実施時期を判断する第２工程段と、前記第２工程によって判断さ
れた前記保守実施時期を報知する第３工程と、を含む。
　本発明によれば、機械部品の現時点から所定時期までにおける作動状態を予測し、該作
動状態から保守時期を判断するので、サービスエンジニアの負担を軽減すると共に、機械
部品の故障を未然に防ぐことができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、サービスエンジニアの負担を軽減すると共に、機械部品の故障を未然
に防ぐことができる、という優れた効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る遠隔保守判断システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の第１実施形態に係る保守判断プログラムの処理の内容を示すフローチャ
ートである。
【図３】本発明の第１実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
【図４】本発明の第２実施形態に係る保守判断プログラムの処理の内容を示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第２実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
【図６】本発明の第３実施形態に係る保守判断プログラムの処理の内容を示すフローチャ
ートである。
【図７】本発明の第３実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
【図８】本発明の第４実施形態に係る遠隔保守判断システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図９】本発明の第５実施形態に係る遠隔保守判断システムの構成を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明に係る遠隔保守判断装置及び遠隔保守判断方法の一実施形態について、
図面を参照して説明する。
【００２１】
〔第１実施形態〕
　以下、本発明の第１実施形態について説明する。
　図１は、第１実施形態に係る遠隔保守判断装置としての遠隔保守判断システム１０の構
成を示すブロック図である。
　本第１実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、立体駐車装置１２に設けられてい
る機械部品１４の作動状態が送信されることによって、立体駐車装置１２を遠隔監視し、
保守の必要性を判断するものであり、故障予兆通報装置１６及び複数の保守センター１８
を備える。
【００２２】
　なお、一例として、保守センター１８は、立体駐車装置１２毎に設けられており、対応
する立体駐車装置１２の近隣に設置され、立体駐車装置１２の保守を行うサービスエンジ
ニア（保守員）が駐在している。なお、保守センター１８は、複数の立体駐車装置１２毎
に設けられてもよい。
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　そして、立体駐車装置１２、故障予兆通報装置１６、及び保守センター１８は、各々通
信回線２０（例えば、インターネット回線及び電話回線等）を介して、データの送受信が
可能とされている。
【００２３】
　立体駐車装置１２に設けられている機械部品１４とは、例えば、扉の開閉を検知する対
となるリミットスイッチ２２（扉が開いた位置に設けられると共に扉の開状態を検知する
リミットスイッチと、扉が閉じた位置に設けられると共に扉の閉状態を検知するリミット
スイッチで対となる。）、車両を上下方向に搬送する搬器２４を吊るためのワイヤーロー
プ及びシーブ（滑車）、搬器２４を固定するためのロック装置及びパレットのリフト装置
等の所定の時間で一定動作をする機械部品２６、並びに他のリミットスイッチ、光電セン
サ、モータ、インバータ、リレー、制御装置等の電気機器や電子機器等である。
【００２４】
　そして、立体駐車装置１２は、シーケンサ２８及び通信部３０を備えている。
　シーケンサ２８は、各機械部品１４から機械部品１４の所定信号が入力され、所定信号
に基づいたデータを作動状態データとするための処理を行う。
【００２５】
　作動状態の具体例を、シーケンサ２８の動作と共に以下に述べる。
【００２６】
　シーケンサ２８は、所定期間におけるリミットスイッチ２２がオン又はオフとなった回
数から、対となるリミットスイッチ２２の動作回数差を算出し、算出結果を通信部３０が
通信回線２０を介して送信可能なようにデジタルデータとする。なお、対となるリミット
スイッチ２２が正常であれば、動作回数差は生じず、不具合が発生している場合は対とな
るリミットスイッチ２２に動作回数差が生じ、時間の経過と共に大きくなると考えられる
。
【００２７】
　また、シーケンサ２８は、傾きセンサ３２から出力される角度を搬器２４の傾きとして
認識し、該角度を通信部３０が通信回線２０を介して送信可能なようにデジタルデータと
する。なお、搬器２４を吊るワイヤーロープ、シーブ、及び搬器２４そのものが正常であ
れば、搬器２４の傾きは生じないが、ワイヤーロープの伸び、シーブの摩耗、又は搬器２
４の不具合等が生じると搬器２４に傾きが生じ、時間の経過と共に大きくなると考えられ
る。
【００２８】
　さらに、シーケンサ２８は、搬器２４を固定するロック装置、パレットのリフト装置、
出入り口の扉、及びパレットの横送り装置等の一定動作をする機械部品２６の動作時間と
動作時間の平均値との差を算出し、算出結果を通信部３０が通信回線２０を介して送信可
能なようにデジタルデータとする。これらの一定動作をする機械部品２６が正常であれば
、平均値との差は生じない、又は微小であるが、これらの一定動作をする機械部品２６に
不具合（潤滑油不足、磨耗、さび、異物噛み込み等）が生じると平均値との差が生じ、時
間の経過と共に大きくなると考えられる。
【００２９】
　また、機械部品１４のうち、車両の搬送にかかわる機械部品１４は、作動状態として車
両を搬送している場合における作動状態が用いられる。例えば、搬器２４も車両の搬送に
かかわる機械部品１４であるが、車両を搭載せずに上下方向に移動する場合の傾きは作動
状態として用いられず、車両を搭載して上下方向に移動する場合の傾きが作動状態として
用いられる。
【００３０】
　なお、以下の説明において、シーケンサ２８から出力される各機械部品１４の作動状態
を示すデジタルデータを総称して、作動状態データという。また、本第１実施形態に係る
作動状態データにより示される値は、絶対値である。
【００３１】
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　通信部３０は、シーケンサ２８から作動状態データが入力されると、作動状態データを
通信回線２０を介して故障予兆通報装置１６へ送信する。
【００３２】
　故障予兆通報装置１６は、通信部４０、データ管理部４２、保守判断部４４、及び送信
データ作成部４６を備えている。
　通信部４０は、立体駐車装置１２から送信された作動状態データを受信し、受信した作
動状態データをデータ管理部４２へ出力する。
【００３３】
　データ管理部４２は、磁気記憶装置又は半導体記憶装置で構成される記憶装置４８を有
しており、通信部４０が作動状態データを受信した日時と作動状態データとを関連付けて
記憶装置４８の作動状態記憶領域へ記憶させる。
【００３４】
　保守判断部４４は、記憶装置４８の作動状態記憶領域に記憶されている機械部品１４の
現時点までの作動状態の変化に基づいて、機械部品１４の現時点から所定時期（例えば、
立体駐車装置１２に対する次回点検日）までにおける作動状態を予測し、作動状態の予測
結果を、機械部品１４に対する保守の必要性を示す閾値と比較することで、機械部品１４
の保守実施時期（以下、「保守実施時期」という。）を判断する処理（以下、「保守判断
処理」という。）を行う。
　なお、機械部品１４に応じた閾値は、記憶装置４８の閾値記憶領域に記憶されている。
該閾値は、立体駐車装置１２で共通化されていてもよいし、立体駐車装置１２毎に異なっ
ていてもよい。
【００３５】
　送信データ作成部４６は、保守判断部４４で判断された保守実施時期、機械部品１４の
作動状態の予測結果、及び保守を必要とする機械部品１４に応じた保守内容（交換、点検
、調整等）等を、保守センター１８へ送信するための送信データとして作成し、データ管
理部４２へ出力する。
【００３６】
　データ管理部４２は、送信データが入力されると、入力された送信データを記憶装置４
８の送信データ記憶領域に記憶させた後、通信部４０に出力する。
　通信部４０は、送信データが入力されると、入力された送信データを保守センター１８
へ送信する。
【００３７】
　保守センター１８は、通信部５０及び情報表示装置５２を備えている。
　通信部５０は、送信データを受信すると、受信した送信データを情報表示装置５２へ出
力する。
　情報表示装置５２は、グラフ表示機能及び保守内容表示機能を有しており、入力された
送信データに基づいて、機械部品１４に対する保守実施時期、機械部品１４の作動状態の
予測結果、及び機械部品１４に対する保守内容を画面に表示することによって、保守実施
時期等を報知する。なお、情報表示装置５２としては、パーソナルコンピュータ等に設け
られているディスプレイ装置、携帯型端末装置、印刷装置、ファクシミリ装置等が用いら
れる。
　なお、保守センター１８は、サービスエンジニアが駐在する事務所はもちろんのこと、
通信機能を持った携帯端末やＰＣを持って、車などで移動しているサービスエンジニアも
含まれる。
【００３８】
　次に、本第１実施形態に係る故障予兆通報装置１６の作用を説明する。
【００３９】
　図２は、故障予兆通報装置１６が保守判断処理を行う場合に、保守判断部４４によって
実行される保守判断プログラムの処理の流れを示すフローチャートであり、保守判断プロ
グラムは保守判断部４４が有する記憶手段の所定領域に予め記憶されている。
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　なお、保守判断プログラムは、故障予兆通報装置１６が動作を開始すると共に、その実
行を開始し、故障予兆通報装置１６の動作が停止されると共に、その実行を停止する。
【００４０】
　まず、ステップ１００では、通信部４０によって受信された機械部品１４の作動状態デ
ータにより示される作動状態が閾値Ａを超えているか否かを判断し、肯定判断の場合は、
ステップ１０２へ移行する一方、否定判断の場合は待ち状態となる。
　なお、閾値Ａは、保守の必要性を示す値、換言すると、機械部品１４（立体駐車装置１
２）の不具合の前兆となる作動状態を示す値であるが、統計的に立体駐車装置１２が故障
して停止や破損する可能性は低い基準であり、各機械部品１４に応じた値が、記憶装置４
８の閾値記憶領域に記憶されている。そのため、ステップ１００では、通信部４０によっ
て受信された作動状態データに対応する機械部品１４に応じた閾値Ａを記憶装置４８の閾
値記憶領域から読み出し、読み出した閾値Ａの値と、作動状態データにより示されると値
を比較する。
【００４１】
　次のステップ１０２では、通信部４０によって受信された機械部品１４の作動状態デー
タにより示される作動状態が閾値Ｂを超えているか否かを判断し、肯定判断の場合は、ス
テップ１０８へ移行する一方、否定判断の場合は、ステップ１０４へ移行する。
　なお、閾値Ｂは、統計的に立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性が閾値Ａ
に比べて高い基準であり、各機械部品１４に応じた値が、記憶装置４８の閾値記憶領域に
記憶されている。そのため、ステップ１０２では、通信部４０によって受信された作動状
態データに対応する機械部品１４に応じた閾値Ｂを記憶装置４８の閾値記憶領域から読み
出し、読み出した閾値Ｂの値と、作動状態データにより示されると値を比較する。
【００４２】
　ステップ１０４では、作動状態が閾値Ａを超えた機械部品１４の過去の作動状態を、記
憶装置４８の作動状態記憶領域から読み出し、該機械部品１４の現時点までの作動状態の
変化に基づいて、該機械部品１４の現時点から次回点検日までにおける作動状態を予測す
る。
　具体的には、記憶装置４８に記憶されている複数の作動状態データの値から近似式を算
出し、該近似式による外挿によって作動状態の予測値（予測作動状態）を算出する。
【００４３】
　ステップ１０６では、ステップ１０４で算出した作動状態の予測値が、次回点検日まで
に閾値Ｂを超えるか否かを判断し、肯定判断の場合は、ステップ１１０へ移行する一方、
否定判断の場合は、ステップ１１２へ移行する。
【００４４】
　図３は、本第１実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
　作動状態α，βを示す線において、実線は現時点までの作動状態の変化を示し、破線は
現時点から次回点検日までにおける予測作動状態を示す。なお、図３には、α、βの２本
の線を例示してあるが、これは一例であり、実際の表示は対象となる機械部品１４の動作
状態を示す線１本であったり、関連する他の機械部品１４の動作状態を合わせて示す場合
もあり、２本に限定されない（後述する図５，７においても同様）。
　図３に示されるように、作動状態αに対応する機械部品１４は、次回点検日までに閾値
Ｂを超える機械部品１４であり、ステップ１０６において、肯定判断となる作動状態であ
る。一方、作動状態βに対応する機械部品１４は、次回点検日までに閾値Ｂを超えない機
械部品１４であり、ステップ１０６において、否定判断となる作動状態である。
【００４５】
　ステップ１０８は、ステップ１０２において肯定判断となった場合であり、この場合は
、機械部品１４の作動状態が既に閾値Ｂを超えている場合であるので、近日中に立体駐車
装置１２が故障して停止や破損する可能性が高い。そのため、該機械部品１４が設けられ
ている立体駐車装置１２へサービスエンジニアを緊急出動させる報知を情報表示装置５２
に行わせる必要がある。
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　そこで、ステップ１０８では、緊急出動を報知するための送信データを作成する作成指
示を送信データ作成部４６へ送信し、本プログラムを終了する。なお、ステップ１０８で
は、緊急出動の場合に対応する保守内容として、例えば、該当する機械部品１４が故障し
ている可能性が高いと考えられるため「交換」を選択する。
【００４６】
　送信データ作成部４６は、ステップ１０８で送信された作成指示が入力されると、緊急
出動を報知するための送信データを作成する。そして、作成された送信データは、緊急出
動の対象となる立体駐車装置１２に対応する保守センター１８へ送信される。送信データ
を受信した保守センター１８では、受信した送信データに基づいて、情報表示装置５２が
緊急出動の必要性を示す画像を、対象となる機械部品１４を示す画像及び保守内容を示す
画像と共に表示することによって、サービスエンジニアへ報知する。
　これによって、サービスエンジニアは、緊急を要する立体駐車装置１２へ出動すること
ができる。
【００４７】
　ステップ１１０は、ステップ１０６において肯定判断となった場合であり、この場合は
、次回点検日までに機械部品１４の予測作動状態が閾値Ｂを超えている場合であるので、
次回点検日までに立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性が高い。そのため、
該機械部品１４が設けられている立体駐車装置１２に対して、臨時点検の実施の報知を情
報表示装置５２に行わせる必要がある。
　そこで、ステップ１１０では、臨時点検を実施させるための送信データを作成する作成
指示を送信データ作成部４６へ送信し、本プログラムを終了する。なお、ステップ１１０
では、臨時点検の場合に対応する保守内容として、例えば、該当する機械部品１４が次回
点検日までに故障している可能性が高いと考えられるため「交換」又は「調整」を選択す
る。
【００４８】
　送信データ作成部４６は、ステップ１１０で送信された作成指示が入力されると、臨時
点検の実施を報知するための送信データを作成する。そして、作成された送信データは、
臨時点検の実施の対象となる立体駐車装置１２に対応する保守センター１８へ送信される
。送信データを受信した保守センター１８では、受信した送信データに基づいて、情報表
示装置５２が臨時点検の実施の必要性を示す画像を、対象となる機械部品１４を示す画像
、図３に示すような予測結果を示す画像、保守内容を示す画像と共に表示することによっ
て、サービスエンジニアへ報知する。
　これによって、サービスエンジニアは、計画的に臨時点検を実施することができる。
【００４９】
　ステップ１１２は、ステップ１０６において否定判断となった場合であり、この場合は
、次回点検日までに機械部品１４の予測作動状態が閾値Ｂを超えていない場合であるので
、次回点検日までに立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性が低い。そのため
、該機械部品１４が設けられている立体駐車装置１２に対して、次回点検日に該当機械部
品１４の点検の実施の報知を情報表示装置５２に行わせる必要がある。
　そこで、ステップ１１２では、次回点検日に該当機械部品１４の点検を実施させるため
の送信データを作成する作成指示を、送信データ作成部４６へ送信し、本プログラムを終
了する。なお、ステップ１１２では、該当する機械部品１４に対する保守内容として、「
点検」を選択する。
【００５０】
　送信データ作成部４６は、ステップ１１０で送信された作成指示が入力されると、次回
点検日に該当機械部品１４の点検の実施を報知するための送信データを作成する。そして
、作成された送信データは、点検の実施の対象となる立体駐車装置１２に対応する保守セ
ンター１８へ送信される。送信データを受信した保守センター１８では、受信した送信デ
ータに基づいて、情報表示装置５２が点検の実施の必要性を示す画像を、対象となる機械
部品１４を示す画像、図３に示すような予測結果を示す画像、及び保守内容を示す画像と
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共に表示することによって、サービスエンジニアへ報知する。
　これによって、サービスエンジニアは、次回点検日に該当機械部品１４の点検を実施す
るので、無駄な緊急出動の必要性がなくなる。
【００５１】
　以上説明したように、本第１実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、立体駐車装
置１２に設けられている機械部品１４の作動状態が送信されることによって、立体駐車装
置１２を遠隔保守判断する。そして、遠隔保守判断システム１０は、機械部品１４の現時
点までの作動状態の変化に基づいて、機械部品１４の現時点から次回点検日までにおける
作動状態を予測し、作動状態の予測結果と、機械部品１４に対する保守の必要性を示す閾
値Ａ，Ｂとを比較することで、機械部品１４の保守実施時期を判断し、情報表示装置５２
に判断された保守実施時期を報知させる。
　従って、本第１実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、サービスエンジニアの負
担を軽減すると共に、機械装置である立体駐車装置１２の故障を未然に防ぐことができる
。
【００５２】
　また、本第１実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、機械装置が立体駐車装置１
２であり、機械部品１４の作動状態を立体駐車装置１２が車両を搬送している場合におけ
る作動状態とするので、負荷がかかっている場合の機械部品１４の作動状態から次回点検
日までにおける作動状態を予測するため、より正確に機械部品１４の保守の必要性を判断
できる。
【００５３】
〔第２実施形態〕
　以下、本発明の第２実施形態について説明する。
　なお、本第２実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成は、図１に示される第１
実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成と同様であるので説明を省略する。
　本第２実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、機械部品１４に対する保守の必要
性を示す閾値が、保守内容に応じて閾値Ａ，Ｂ，Ｃの３点設けられている。
【００５４】
　図４は、本第２実施形態に係る故障予兆通報装置１６が保守判断処理を行う場合に、保
守判断部４４によって実行される保守判断プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。なお、図４における図２と同一のステップについては図２と同一の符号を付して
、その説明を省略する。
【００５５】
　ステップ１０６では、ステップ１０４で算出した作動状態の予測値が、次回点検日まで
に閾値Ｂを超えるか否かを判断し、肯定判断の場合は、ステップ１０７へ移行する一方、
否定判断の場合は、ステップ１１２へ移行する。
【００５６】
　ステップ１０７では、ステップ１０４で算出した作動状態の予測値が、次回点検日まで
に閾値Ｃを超えるか否かを判断し、肯定判断の場合は、ステップ１０９へ移行する一方、
否定判断の場合は、ステップ１１０へ移行する。
　なお、閾値Ｃは、統計的に立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性が閾値Ｂ
に比べてより高い基準であり、各機械部品１４に応じた値が、記憶装置４８の閾値記憶領
域に記憶されている。そのため、ステップ１０７では、通信部４０によって受信された作
動状態データに対応する機械部品１４に応じた閾値Ｃを記憶装置４８の閾値記憶領域から
読み出し、読み出した閾値Ｃの値と、作動状態データにより示されると値を比較する。
【００５７】
　ステップ１０９は、ステップ１０７において肯定判断となった場合であり、この場合は
、次回点検日までに機械部品１４の予測作動状態が閾値Ｃを超えている場合であるので、
次回点検日までに立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性がより高い。そのた
め、該機械部品１４が設けられている立体駐車装置１２に対して、近日中の臨時点検の実
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施の報知を情報表示装置５２に行わせる必要がある。
　そこで、ステップ１０９では、近日中の臨時点検を実施させるための送信データを作成
する作成指示を送信データ作成部４６へ送信し、本プログラムを終了する。ステップ１０
９では、近日中の臨時点検の場合に対応する保守内容として、例えば、該当する機械部品
１４が次回点検日までに故障している可能性が高いと考えられるため「交換」又は「調整
」を選択する。
【００５８】
　なお、本第２実施形態に係るステップ１０８で報知される緊急出動の実施日は、今直ぐ
（当日）に出動であるが、ステップ１０９で報知される近日中の臨時点検の実施日は、当
日でなくてもよいが、現時点から一両日中（２，３日中）であるとする。さらに、本第２
実施形態に係るステップ１１０で報知される臨時点検の実施日は、現時点から１週間程度
先でもよいとする。
　このように、緊急出動及び臨時点検の実施日を段階的に変化させることで、当日の緊急
出動ではサービスエンジニアの当日のスケジュール変更が発生し、当日の担当者の負担が
増加するが、明日以降であれば、休みのサービスエンジニアを呼出すなどのスケジュール
調整が可能となる。また、１週間程度先であれば、出勤予定の担当者で対応ができるよう
に作業の日程調整をすることも可能となるため、スケジュール調整がより容易になり、サ
ービスエンジニアの負担軽減になる。
【００５９】
　図５は、第２実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
　作動状態γを示す線において、実線は現時点までの作動状態の変化を示し、破線は現時
点から次回点検日までにおける予測作動状態を示す。
　図５に示されるように、作動状態γに対応する機械部品１４は、次回点検日までに閾値
Ｃを超える機械部品１４であり、ステップ１０７において、肯定判断となる作動状態であ
る。
【００６０】
　このように、本第２実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、サービスエンジニア
の負担を軽減すると共に、機械部品１４の故障を未然に防ぐことができると共に、保守内
容に応じて、より多くの閾値を設けるので、立体駐車装置１２に対して、サービスエンジ
ニアがより的確な保守を行える。
【００６１】
〔第３実施形態〕
　以下、本発明の第３実施形態について説明する。
　なお、本第３実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成は、図１に示される第１
実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成と同様であるので説明を省略する。
　本第３実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、機械部品１４に対する保守の必要
性を示す閾値が、閾値Ａ，Ａ’及び閾値Ｂ，Ｂ’の４点設けられている。
　具体的には、各機械部品１４の作動状態には基準値が設けられ、遠隔保守判断システム
１０は、作動状態が基準値を含む閾値Ａ，Ａ’の範囲、又は閾値Ｂ，Ｂ’の範囲を逸脱す
るか否かを判断することで、機械部品１４の不具合の前兆を検出する。
【００６２】
　図６は、本第３実施形態に係る故障予兆通報装置１６が保守判断処理を行う場合に、保
守判断部４４によって実行される保守判断プログラムの処理の流れを示すフローチャート
である。なお、図６における図２と同一のステップについては図２と同一の符号を付して
、その説明を省略する。
【００６３】
　まず、ステップ１００’では、通信部４０によって受信された機械部品１４の作動状態
データにより示される作動状態が閾値Ａ，Ａ’の範囲を逸脱したか否かを判断し、肯定判
断の場合は、ステップ１０２’へ移行する一方、否定判断の場合は待ち状態となる。
　なお、閾値Ａ，Ａ’は、統計的に立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性は
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低い基準であり、各機械部品１４に応じた値が、記憶装置４８の閾値記憶領域に記憶され
ている。そのため、ステップ１００’では、通信部４０によって受信された作動状態デー
タに対応する機械部品１４に応じた閾値Ａ，Ａ’を記憶装置４８の閾値記憶領域から読み
出し、読み出した閾値Ａ，Ａ’の値と、作動状態データにより示されると値を比較する。
【００６４】
　次のステップ１０２’では、通信部４０によって受信された機械部品１４の作動状態デ
ータにより示される作動状態が閾値Ｂ，Ｂ’の範囲を逸脱したか否かを判断し、肯定判断
の場合は、ステップ１０８へ移行する一方、否定判断の場合は、ステップ１０４へ移行す
る。
　なお、閾値Ｂ，Ｂ’は、統計的に立体駐車装置１２が故障して停止や破損する可能性が
閾値Ａ，Ａ’に比べて高い基準であり、各機械部品１４に応じた値が、記憶装置４８の閾
値記憶領域に記憶されている。そのため、ステップ１０２’では、通信部４０によって受
信された作動状態データに対応する機械部品１４に応じた閾値Ｂ，Ｂ’を記憶装置４８の
閾値記憶領域から読み出し、読み出した閾値Ｂ，Ｂ’の値と、作動状態データにより示さ
れると値を比較する。
【００６５】
　ステップ１０４では、作動状態が閾値Ａ，Ａ’の範囲を逸脱した機械部品１４の過去の
作動状態を記憶装置４８の作動状態記憶領域から読み出し、該機械部品１４の現時点まで
の作動状態の変化に基づいて、該機械部品１４の現時点から次回点検日までにおける作動
状態を予測する。
【００６６】
　ステップ１０６’では、ステップ１０４で算出した作動状態の予測値が、次回点検日ま
でに閾値Ｂ，Ｂ’の範囲を逸脱するか否かを判断し、肯定判断の場合は、ステップ１１０
へ移行する一方、否定判断の場合は、ステップ１１２へ移行する。
【００６７】
　図７は、本第３実施形態に係る保守判断処理の予測結果を示すグラフである。
　作動状態α’，β’を示す線において、実線は現時点までの作動状態の変化を示し、破
線は現時点から次回点検日までにおける予測作動状態を示す。
　図７に示されるように、作動状態α’に対応する機械部品１４は、次回点検日までに閾
値Ｂ，Ｂ’の範囲を逸脱する機械部品１４であり、ステップ１０６’において、肯定判断
となる作動状態である。一方、作動状態β’に対応する機械部品１４は、次回点検日まで
に閾値Ｂ，Ｂ’の範囲を逸脱しない機械部品１４であり、ステップ１０６’において、否
定判断となる作動状態である。
【００６８】
　このように、本第３実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、サービスエンジニア
の負担を軽減すると共に、機械部品１４の故障を未然に防ぐことができると共に、保守内
容に応じて、より多くの閾値を設けるので、立体駐車装置１２に対して、サービスエンジ
ニアがより的確な保守を行える。
【００６９】
〔第４実施形態〕
　以下、本発明の第４実施形態について説明する。
　図８は、本第４実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成を示すブロック図であ
る。なお、図８における図１と同一の構成については図１と同一の符号を付して、その説
明を省略する。
【００７０】
　保守センター１８の情報表示装置５２には、保守判断処理の実行により得られた保守実
施時期、機械部品１４の作動状態の予測結果、及び保守を必要とする機械部品１４に応じ
た複数の保守内容が表示される。
　なお、情報表示装置５２には、複数の保守内容が表示されるので、保守実施時期及び作
動状態の予測結果に応じてサービスエンジニアは実行する保守内容を決定する。
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　また、保守センター１８は、情報入力装置５４を備える。
　情報入力装置５４は、情報表示装置５２に表示された複数の保守内容のうち、実行する
保守内容をサービスエンジニアに選択させる保守内容選択機能を有している。
　すなわち、サービスエンジニアは、情報表示装置５２に表示されている複数の保守内容
から上記決定した保守内容を、情報入力装置５４を介して選択する。そして、選択された
保守内容は、通信部５０を介してデータ管理部４２の記憶装置４８の所定領域に記憶され
る。
【００７２】
　このように、本第４実施形態に係る遠隔保守判断システム１０は、情報入力装置５４を
介して選択された保守内容を保守実施時期及び作動状態の予測結果に対応させて記憶させ
ることで、選択された保守内容を後日容易に確認できる。
　なお、情報入力装置５４としては、パーソナルコンピュータ、及び携帯型端末装置等が
用いられ、情報表示装置５２と兼用されてもよい。
【００７３】
〔第５実施形態〕
　以下、本発明の第５実施形態について説明する。
　図９は、本第５実施形態に係る遠隔保守判断システム１０の構成を示すブロック図であ
る。なお、図９における図８と同一の構成については図８と同一の符号を付して、その説
明を省略する。
【００７４】
　本第５実施形態に係る情報入力装置５４は、閾値修正機能を有している。
　閾値修正機能は、記憶装置４８の閾値記憶領域に記憶されている閾値を、情報入力装置
５４を介して入力された値に修正する。
【００７５】
　具体例としては、立体駐車装置１２に入出庫される車両の台数（例えば、一月に入出庫
される台数、以下、「入出庫台数」という。）に応じて、立体駐車装置１２毎に閾値を修
正する。立体駐車装置１２に入出庫台数が少ないと、機械部品１４が作動する回数も少な
くなる。このような立体駐車装置１２にまで、入出庫台数が多い立体駐車装置１２と同じ
閾値が設定されていると、実質的に交換又は緊急を要しない場合であっても、サービスエ
ンジニアが保守のために出動する場合がある。
　そこで、閾値を立体駐車装置１２毎に、入出庫台数に応じて修正することによって、不
必要なサービスエンジニアの出動を抑制することができる。なお、各立体駐車装置１２の
入出庫台数は、記憶装置４８にデータベースとして記憶されてもよいし、記憶装置４８の
作動状態記憶領域に記憶されている作動状態データから閾値の修正を行うオペレータが判
断してもよい。
【００７６】
　さらに、本第５実施形態に係る情報入力装置５４は、保守判断処理の結果に応じて、サ
ービスエンジニアが立体駐車装置１２に出動し、保守を行った後に、保守判断処理で判断
された保守実施時期が適正であったか否かの入力の受け付けが可能とされている。
　そして、閾値は、情報入力装置５４で入力された結果に応じて修正可能とされている。
【００７７】
　具体的には、保守判断処理で判断された保守実施時期に基づいて、緊急出動、臨時点検
又は定期点検を実施したサービスエンジニアが、保守実施後に、保守実施時期の判断に対
して、表１の内容のうち、何れか一つを情報入力装置５４を介して選択して入力する。
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【表１】

　そして、閾値は、上記入力された選択結果に応じた表２に示される基準に従って、デー
タ管理部４２によって予め設定された修正量で修正される。
【表２】

【００７８】
　なお、閾値値の修正のタイミングとしては、定期的に情報入力装置５４を介して入力さ
れた選択結果を集計し、一括して修正する場合、選択結果が得られ次第逐一該当する閾値
の修正をする場合等、データ管理部４２により任意に設定される。
　また、閾値の修正量として予め設定された修正量を用いることなく、オペレータ（サー
ビスエンジニア）が情報入力装置５４を介して、修正量を入力してもよい。
【００７９】
　以上、本発明を、上記各実施形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施
形態に記載の範囲には限定されない。発明の要旨を逸脱しない範囲で上記各実施形態に多
様な変更または改良を加えることができ、該変更または改良を加えた形態も本発明の技術
的範囲に含まれる。
【００８０】
　例えば、上記各実施形態では、遠隔保守判断システム１０による保守判断処理の対象と
なる機械装置を立体駐車装置１２とする形態について説明したが、本発明は、これに限定
されるものではなく、機械装置を、例えば、エレベータ等の立体駐車装置とは異なる他の
機械装置とする形態としてもよい。
【００８１】
　また、上記各実施形態では、遠隔保守判断システム１０を、故障予兆通報装置１６と保
守センター１８とが通信網で接続された装置とする形態について説明したが、本発明は、
これに限定されるものではなく、遠隔保守判断システム１０を、保守センター１８が故障
予兆通報装置１６を備えた形態としてもよい。
【００８２】
　また、上記各実施形態では、機械部品１４の作動状態が閾値Ａを超えた場合に、機械部
品１４の現時点から次回点検日までにおける作動状態を予測する形態について説明したが
、本発明は、これに限定されるものではなく、機械部品１４の作動状態データが故障予兆
通報装置１６に入力される毎に、機械部品１４の現時点から次回点検日までにおける作動
状態を予測する形態としてもよい。
【００８３】
　また、上記各実施形態では、保守実施時期等を報知する装置として情報表示装置５２を
用いる形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、保守実施時
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してもよい。
【００８４】
　また、上記各実施形態では、作動状態を予測する期間を、現時点から次回点検時までと
する形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、作動状態を予
測する期間を、現時点から１週間後、現時点から次々回点検日、現時点から年次点検日、
又は現時点から１年後等、他の期間とする形態としてもよい。
【符号の説明】
【００８５】
　１０　　遠隔保守判断システム
　１２　　立体駐車装置
　１４　　機械部品
　１６　　故障予兆通報装置
　１８　　保守センター
　４４　　保守判断部
　５２　　情報表示装置
　５４　　情報入力装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(17) JP 2012-127109 A 2012.7.5

【図７】 【図８】

【図９】
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